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情報通信振興部門の支援制度

Ⅰ 情報バリアフリー事業助成金制度
（チャレンジド向け通信・放送役務提供・開発推進助成金制度）

Ⅱ 債務保証制度
Ⅲ 利子補給制度
Ⅳ 情報通信ベンチャー支援センター



Ⅰ 情報バリアフリー事業助成金制度
（チャレンジド向け通信・放送役務提供・開発推進助成金制度）



ＮＩＣＴの支援制度

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
≪補足説明≫

（１）平成２２年度から募集していない事業
　通信・放送新規事業助成金

（２）平成２３年度は募集しない事業
①先進技術研究開発助成金（テレコム・インキュベーション）
②通信・放送融合技術開発助成金

（３）平成２２年度から名称が変更になった事業（平成２３年度も募集・実施する）
①高齢者・障害者向け通信・放送サービス充実研究開発助成金　⇒　高齢者・チャレンジド向け通信・放送サービス充実研究開発助成金
②身体障害者向け通信・放送役務提供・開発推進助成金　⇒　チャレンジド向け通信・放送役務提供・開発推進助成金



国
情報通信研究機構

評価委員会

民間企業等

公募 助成金交付申請

事業費補助金

１ 制度の目的・概要
身体上の障害のために通信・放送役務を利用するのに支障のある人が、
これを円滑に利用できるよう、通信・放送役務の提供又は開発を行う民間
企業等に対して、情報通信研究機構が予算の範囲内で必要な資金の一
部（１／２まで）を助成することにより、通信・放送役務に関する身体障害
者（以下「チャレンジド」という。）の利便の増進を図り、もって情報化の均
衡ある発展に資することを目的とします。

この事業は「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利
用円滑化事業の推進に関する法律」（障害者利用円滑化法）第２条第４項
第１号等に規定する事業です。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律�（平成五年五月二十六日法律第五十四号）��（定義） 
第二条 　この法律において「通信・放送役務」とは、電気通信役務（電気通信事業法 （昭和五十九年法律第八十六号）第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。）並びに放送（放送法 （昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第一号 に規定する放送をいう。以下同じ。）及び有線放送（有線テレビジョン放送法 （昭和四十七年法律第百十四号）第二条第一項 に規定する有線放送をいう。以下同じ。）の役務をいう。 
２ 　この法律において「解説番組」とは、テレビジョン放送（放送法第二条第二号の五 に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。）において送られる静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組をいう。 
３ 　この法律において「字幕番組」とは、テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。 
この法律において「通信・放送身体障害者利用円滑化事業」とは、次に掲げる業務を行う事業であって、身体上の障害のため通信・放送役務を利用するのに支障のある者が当該通信・放送役務を円滑に利用できるようにするためのもので、身体障害者の利便の増進に著しく寄与するものをいう。 
一 　通信・放送役務を提供し、又は開発する業務 
二 　通信・放送役務を提供するための電気通信設備に付随する工作物を設置する業務 
三 　解説番組、字幕番組その他の放送又は有線放送の放送番組を制作する業務 




２ 助成の対象

「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の
推進に関する法律」及び「基本方針」の主旨に従い、次のような条件を満たす
事業を選定します。

① 「有益性」及び「波及性」
チャレンジドの通信・放送サービスの利用に関する利便の増進に著しく寄与するもの。
具体的には、テレビジョン放送、電話、インターネット、携帯電話等、広く国民に普及し
ている通信・放送サービスであって、その利用についてチャレンジドのニーズが高いも
の。更に、事業実施の効果も全国に広く及ぶもの。

②補完・代替・アクセスの改善
身体上の障害のために支障が生じている通信・放送サービスについて、チャレンジド
がこれを円滑に利用できるようにするもの。具体的には、特定の通信・放送サー
ビスの利用について身体上の障害のために困難が生じている場合に、そのサービ
スを実質的に利用可能にするために、これを補完し、代替し、又はそのアクセスの
改善を図るもの。

この助成では、このようなサービスを提供するための経費、あるいはサービス提供事業
を立ち上げるための開発経費が対象となります。申請者自身が自らサービスを提供する
ことが前提となります。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律�（平成五年五月二十六日法律第五十四号）��（基本方針） 
第三条 　総務大臣は、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進を図るため、通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 
２ 　基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 　通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進に関する基本的な方向 
二 　通信・放送身体障害者利用円滑化事業の内容に関する事項 
三 　その他通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に際し配慮すべき重要事項 
３ 　総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、厚生労働大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議し、かつ、審議会等（国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十号）第八条 に規定する機関をいう。）で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 
４ 　総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 


身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律（平成5年法律第54号）の第3条第1項の規定に基づき、平成5年10月1日付けで通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する基本的な方針を次のように定めたので、同条第4項の規定に基づき公表する。
平成5年10月1日　 郵政省告示第503号�改正　平成9年10月1日　 郵政省告示第501号�改正　平成17年3月18日　 総務省告示第302号
[ 目次 ]
通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進に関する基本的な方向 
通信・放送身体障害者利用円滑化事業の内容に関する事項 
その他通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に際し配慮すべき重要事項 
1. 通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進に関する基本的な方向
現状の認識
社会経済の情報化の進展に伴い、社会生活や経済活動における情報の果たす役割の重要性が増大しており、必要な情報を円滑に入手及び交換できることが、あらゆる人々にとって、社会生活を営んでいく上で欠くことのできないものとなっている。
近年、多様な新しい通信・放送役務が実用化され、いわゆる「多メディア・多チャンネル化」が急速に進展している一方で、身体上の障害を有する人々は、情報の入手及び交換手段としての通信・放送役務を利用することが不自由な場合があり、その利便性を十分に享受できているとは必ずしもいえない現状にある。
テレビジョン放送、ラジオ放送、電話といった最も基本的な通信・放送役務についてみても、視聴覚障害者の利用には著しい不便がある。これを補うものとして、例えば、テレビジョン放送については、解説番組や字幕番組等の放送があるが、その放送時間は十分でなく、また、放送対象地域も極めて限られている場合がある。
こうした現状を踏まえ、誰もが等しく通信・放送役務の利便性を享受できるようにするという通信政策の基本に基づき、身体に障害があるために通信・放送役務を十分に利用できない者についても、当該通信・放送役務を円滑に利用できるようにしていくことが必要である。
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律（以下「本法」という。）は、以上のような状況にかんがみ、通信・放送身体障害者利用円滑化事業を推進することにより、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進を図るものであるが、施策の基本的な方向は次のとおりとする。
施策の基本的な方向
多様な通信・放送役務が開発され、利用されているなかで、あらゆる通信・放送役務が身体障害者にとって利用可能となることが求められているが、とりわけ、テレビジョン放送において、視聴覚障害者への対応が喫緊の課題となっている。
このため、当面、通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関しては、テレビジョン放送における視聴覚障害者への対応に重点を置くこととし、解説番組及び字幕番組の放送時間数の拡大及び放送地域の拡大に努めることとする。
なお、その他の通信・放送身体障害者利用円滑化事業についても、財源の状況や身体障害者のニーズ等を勘案しつつ必要な措置を講じていくこととする。
「特殊法人等整理合理化計画」（平成13年12月19日閣議決定）において、通信・放送機構（現独立行政法人情報通信研究機構）の通信・放送事業者に対する助成等につき講ずべき措置として、「国が明確な政策目標を定め、合わせて当該目標が達成された場合又は一定期間後には助成措置を終了することを明記する。さらに、事後評価を行い、その評価結果を踏まえて助成の在り方を適宜見直す」こととされている。当該計画を踏まえ、本法に基づく各種助成措置については、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）の規定に基づき、総務省が行う政策評価において施策目標を明記し、当該目標が達成されたとの評価を得た場合には、本基本方針の見直し等必要な措置を講じることとする。
ページの先頭に戻る
2. 通信・放送身体障害者利用円滑化事業の内容に関する事項
通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する基本的な事項
本法において、その推進を図ることとしている通信・放送身体障害者利用円滑化事業は、身体障害者の通信・放送役務の利用に関する利便の増進に著しく寄与するものであることが必要である。具体的には、テレビジョン放送、電話等広く国民に普及している通信・放送役務であって、その利用について身体障害者のニーズが高いものである必要があり、さらに事業実施の効果も全国的に広く及ぶものであることが望ましい。
また、この通信・放送身体障害者利用円滑化事業は、身体上の障害のために利用に支障が生じている通信・放送役務について、身体障害者がこれを円滑に利用できるようにすることを目的とするものであり、具体的には、特定の通信・放送役務の利用について身体上の障害のために困難が生じている場合に、当該通信・放送役務を実質的に利用可能にするために、これを補完し、代替し、又はそのアクセスの改善を図るものである。
通信・放送役務を提供し、又は開発する業務（本法第2条第4項第1号の業務）
本業務は、解説番組及び字幕番組の放送その他の身体障害者のための通信・放送役務を提供し、又は、これまで、実施されていない身体障害者のための通信・放送役務を開発することにより、身体障害者の通信・放送役務の利用の円滑化を図るものである。
通信・放送役務を開発する業務は、必ずしも技術開発を伴う必要はなく、既存の技術を用いて身体障害者向けの通信・放送役務を開発するものも含まれるものである。
また、開発された通信・放送役務は、その後開発を行う者により実際に提供されることを前提とするものである。
通信・放送役務を提供するための電気通信設備に付随する工作物を設置する業務（本法第2条第4項第2号の業務）
本業務は、身体障害者が車いす等で利用できるよう公衆電話ボックスの床面積を拡大し、電話の位置を低くする等の整備をして提供する車いす用公衆電話ボックスの整備を主な対象とするものであり、その整備の促進により身体障害者の通信・放送役務の利用の円滑化を図るものである。
解説番組、字幕番組その他の放送又は有線放送の放送番組を制作する業務（本法第2条第4項第3号の業務）
本業務は、テレビジョン放送において送られる静止し、または移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組である解説番組、及びテレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字放送番組である字幕番組のほか、手話付き番組その他の視聴覚障害者の放送の円滑な利用を図るための放送番組を制作し、これらの放送番組の放送の増加に寄与するものである。
ページの先頭に戻る
3. その他通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に際し配慮すべき重要事項
1　身体障害者のための通信・放送役務を提供する事業は、全国的にみて地域的な偏りのないよう実施されるものとすること。
2　一事業者の役務提供対象地域が、地域限定的である通信・放送役務については、当該役務が提供される地域ができるだけ早期に全国的に拡大するよう図るものとすること。
3　視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の障害の種別に応じてバランス良く通信・放送役務の充実が図られることが望ましいこと。




「字幕配信サービス」（「補完」）

DVDの中に入っていない字幕
（日本映画の日本語字幕など）
を、ネットワークに接続された
パソコンを利用して配信「補完」
して、聴覚障害者でもDVDを楽
しめるようにします。

（株式会社キュー・テック
「インターネットを利用したＤＶＤ等
の聴覚障害者用字幕の提供」）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
≪キューテック作成の説明資料より≫

DVD用聴覚障害者用字幕配信
ネットに接続されたパソコンでDVDを再生させることにより、映像に同期した字幕表示を実現している。当該サイトはDVDの発売会社、補聴器メーカーなどの広告出稿によって運営されているため、聴覚障害者は無料で利用できます（広告なしのダウンロードタイプは有料）。販売されているDVDでも、レンタルされているDVDでも再生可能で、健常者と同じようにDVDを見ることが可能となります。
【字幕再生手順】
「http://web-shake.jp/01/」にて会員登録 
字幕の提供されているDVDを購入するかレンタルする 
サイトから専用プレーヤーを開き、DVDを再生 
DVDの映像に完全同期された日本語字幕が表示される 
※ 字幕の送信可能化権については日本脚本家連盟、日本シナリオ作家協会、日本文藝家協会、日本映画監督協会と包括契約を結び、クリアーしています。





録音図書配信サービスでは、図書を朗読・録音しておき、利用者からの要求
に応じて、インターネット経由で録音図書の音声をストリーミングで配信します。
健常者はテキストでの情報入手が容易にできますが、このサービスでは視覚
障害者は「代替」として音声での情報入手が可能になります。

（社会福祉法人日本点字図書館「録音図書配信サービス」）

「録音図書配信サービス」（「代替」）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
≪点字図書館作成の説明資料より≫

これまで、視覚障害のある方が読書をする場合、点字図書、録音図書（フロッピーディスクやCD等のメディア）等の希望の図書を電話、もしくは手紙で図書館に貸出依頼をしていますが、その本が他の利用者に貸出されていれば返却を待つことになり、貸出まで2週間から一月に及ぶこともありました。
本サービスでは、視覚障害のある方自身がインターネットとパソコンを使用して、東京及び大阪に設置されたコンテンツサーバ内のDAISY（デイジー）と呼ばれる国際規格の視覚障害者用録音図書コンテンツを自由に検索し聴くことができます。
具体的なサービス内容には、１．聞きたい図書の検索機能、２．ストリーミング機能（検索図書を即聴取）、３．ダウンロード機能（コンテンツをダウンロードし、プライベートライブラリーとして利用）、４．新刊案内の提供等があリます。




「電話リレーサービス」

（「アクセスの改善を図る」）
電話リレーサービスでは、聴覚障害者から健聴者への電話連絡を、サポートセンター
のオペレータが仲介しアクセスの改善を図るサービスです。例えば、障害者が健聴者
に話したい内容を、電話を使って、手話でオペレータに伝えると、オペレータは障害者
に代わり健聴者にその内容を電話で伝えます。また、健聴者からの回答をオペレータ
が手話で障害者に伝えます。

（株式会社プラスヴォイス「代理電話サービス」）



３ 助成対象の選定基準

（１） 機構は、助成対象事業者の選定に当たっては、次の各号に掲げる事項を基準
として行います。
① 助成対象事業を的確に遂行するに足る能力を有すること。
② 助成対象事業の内容が次の各要件に該当すること。

（ア） 有益性：提供又は開発される通信・放送役務が、チャレンジドの利便の
増進に著しく寄与するものであること。

（イ） 波及性：提供又は開発される通信・放送役務に関するチャレンジドのニ
ーズが高く、事業実施の効果が全国的に広く及ぶものであること。

③ 助成対象事業に係る資金調達が自己のみによっては困難であること。
④ 助成対象事業を的確に遂行するのに必要な経費のうち、自己負担分の調

達に関して十分な能力を有すること。
⑤ 助成対象事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理

能力を有すること。

（２） 助成希望者から提出された交付申請書を、情報通信研究機構内に設置された
評価委員会において審査し、その結果を参考に機構が助成金の交付先を決定
します。



４ 助成金交付の対象となる経費

（１） 助成金交付の対象となる経費（助成対象経費）
助成対象期間（助成金の交付決定の日から３月末日まで）において支出
された経費であって、助成対象事業を行うために直接必要な経費のうち、
情報通信研究機構が認めたものです。

（２） 助成対象経費の費目
Ⅰ 機械装置等購入費
Ⅱ 外注費、委託費
Ⅲ 労務費
Ⅳ その他の経費

１ 消耗品費
２ 諸経費

（３） 助成金の限度額
助成対象経費の２分の１



５ 申請から交付までのスケジュール
（平成２３年度予定）

（１）公募期間 平成２３年３月上旬～平成２３年４月上旬予定
（２）助成金交付決定 平成２３年６月中旬予定
（３）助成対象期間 交付決定の日～平成２４年３月末まで
（４）実績報告書 平成２４年３月末までに機構へ提出
（５）助成金の交付 平成２４年４月下旬予定

公募のお知らせ
NICTホームページ（http://www.nict.go.jp/）の What’s New に掲載予定。

６ 助成実績（参考）
平成１３～２１年度は助成実績、２２年度は交付決定

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

応募件数 28件 17件 17件 28件 19件 23件 22件 19件 21件 20件

助成件数 7件 9件 6件 8件 10件 12件 11件 9件 9件 9件

助成額 1億200万円 8,075万円 6,217万円 7,089万円 7,475万円 6,781万円 6,682万円 6,637万円 7,506万円 7,047万円

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
≪補足事項≫




７ 情報バリアフリーのための

情報提供サイト（参考） http://barrierfree.nict.go.jp/

本サイトは、障害者利用円滑化法の規定に基づき、総務省から補助金を受け運
用しているサイトです。平成１４年７月に当時の通信・放送機構（ＴＡＯ）が開設以
来、情報バリアフリー社会の実現に向けて、関連する情報を広く提供して来ました。

年間アクセス件数は、平成21年度は約７７万件。 ウェブアクセシビイティを考慮し

た構成で障害者、高齢者にもアクセスし易いサイトを目指しています。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律�（平成五年五月二十六日法律第五十四号）��（定義） 
第二条 　この法律において「通信・放送役務」とは、電気通信役務（電気通信事業法 （昭和五十九年法律第八十六号）第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。）並びに放送（放送法 （昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第一号 に規定する放送をいう。以下同じ。）及び有線放送（有線テレビジョン放送法 （昭和四十七年法律第百十四号）第二条第一項 に規定する有線放送をいう。以下同じ。）の役務をいう。 
２ 　この法律において「解説番組」とは、テレビジョン放送（放送法第二条第二号の五 に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。）において送られる静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組をいう。 
３ 　この法律において「字幕番組」とは、テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。 
この法律において「通信・放送身体障害者利用円滑化事業」とは、次に掲げる業務を行う事業であって、身体上の障害のため通信・放送役務を利用するのに支障のある者が当該通信・放送役務を円滑に利用できるようにするためのもので、身体障害者の利便の増進に著しく寄与するものをいう。 
一 　通信・放送役務を提供し、又は開発する業務 
二 　通信・放送役務を提供するための電気通信設備に付随する工作物を設置する業務 
三 　解説番組、字幕番組その他の放送又は有線放送の放送番組を制作する業務 




お問い合わせ先

〒184－8795 東京都小金井市貫井北町4-2-1

独立行政法人 情報通信研究機構

情報通信振興部門 情報格差対策グループ

TEL ０４２－３２７－６０２２
FAX ０４２－３２７－５７０８
E-mail kakusa@ml.nict.go.jp

本助成金のホームページアドレス

http://www2.nict.go.jp/v/v413/104/



Ⅱ 債務保証制度



債務保証制度のご案内

●対象事業

１ 情報通信インフラストラクチャーの高度化のための債務保証

●高度通信施設整備事業等（※）に対する債務保証

総務大臣の認定を受けた事業者が行う加入者系光ファイバ等の施設の整備に必要な
資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入について、必要な資金の融
通を支援するために情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）が債務の保証を実施。

（※）高度通信施設整備事業の他、基盤法に基づく信頼性向上施設整備事業及び高度有線テレビジョン
放送施設整備事業が債務保証の対象となっている。

●高度テレビジョン放送施設整備事業に対する債務保証

総務大臣の認定を受けた事業者が行う高度テレビジョン放送施設整備事業に対し、当該事業
に必要な資金の融通を支援するために情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）が債務の保証を実施。

２ 通信・放送新規事業に対する債務保証

●総務大臣の認定を受けた事業者が行う新たなサービスを提供する事業（通信・放送新
規事業）の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れ
に係る債務の保証を情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）が実施。



●申請手続きについて
申請に当たっては、金融機関と事前に相談の上、金融機関を通じて申し込んでください。年間を通じて、随時申請
を受け付けています。
申請書様式、関係法規等は下記ＵＲＬよりダウンロードすることができます。
http://www2.nict.go.jp/v/v412/102/index1.html

● 主な支援要件・内容
（１） 支援の対象となり得る事業者：総務大臣から事業の認定を受けている事業者。
（２） 債務保証額：１事業者あたり４０億円（新規事業の場合１２億円）以内（保証料：年１．５％以内）
（３） 保証期間：１０年以内（ただし、借入金の据置期間は３年以内）
（４） 保証範囲：社債及び借入金の元本・利息・損害金の合計額の８０％以内

（債務保証制度のご案内）

● イメージ図

http://www2.nict.go.jp/v/v412/102/index1.html�
http://www2.nict.go.jp/v/v412/102/index1.html�


Ⅲ 利子補給制度



地域通信・放送開発事業に対する利子補給

○ 利子補給制度

大都市以外の地域において、電気通信の高度化に資する事業(地域通信・放送開発事業、具体的には
東京都特別区・大阪市・名古屋市旧市街地以外において初めて導入されるＣＡＴＶ、地上デジタルテレビ中継局整備など)に対し、
当該事業に必要な資金に係る金利負担の軽減を通じて支援するものです。

○ 支援の要件と内容

対象事業者の要件
利子補給を受けようとする事業者は、以下の要件を満たすことが必要です。

１ 地域通信・放送開発事業を行う地域が、次の地域以外であること。
東京都の特別区 大阪市 名古屋市旧市街地

２ 地域通信・放送開発事業に必要な資金は、総務大臣及び財務大臣が指定する金融機関からの貸付けであること。(次頁参照)
３ 前記１の地域において、これまで利用できなかった役務を提供する事業であって、地域的なレベルでの技術的な新規性のある
事業であること。
(例) 都市型ＣＡＴＶ 地上デジタル放送中継局 コミュニティＦＭ

対象資金
地域通信・放送開発事業に必要な資金を対象としています。

支援スキームと支援内容

【支援内容】

（利子補給率）

・0.5%以内

（利子補給期間）

・5年以内

地域通信・放送開発事業
（CATV事業者等）

低利な貸付け

（通常の貸付利率－利子補給率）

銀行その他の金融機関
利子補給申請

利子補給



○ その他

補給の決定
受給機関《総務大臣及び財務大臣が指定する金融機関であって、利子補給金の支給に関して情報通信研究機構との間で
約定書を締結することが必要です。》から利子補給金支給申請を受けて、情報通信研究機構において審査の上、決定いたします。

銀行その他の金融機関
総務大臣及び財務大臣が指定する金融機関は、両省の告示により次のものが指定されています。

(１) 銀行
(２) 信用金庫及び信用金庫連合会
(３) 労働金庫及び労働金庫連合会
(４) 信用協同組合及び信用協同組合連合会
(５) 農業協同組合及び農業協同組合連合会
(６) 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
(７) 農林中央金庫
(８) 株式会社商工組合中央金庫
(９) 株式会社日本政策投資銀行
(10) 沖縄振興開発金融公庫

★ 制度の利用に際して、事前に銀行等とＮIＣＴ間で〝約定書〟の締結が必要です。

補給条件
１ 利子補給率・・・・・０．５％以内
２ 利子補給期間・・・５年以内
３ 利払方法・・・・・・・６か月ごとの後払い(3月、9月の年２回)



Ⅳ 情報通信ベンチャー支援センター
http://www.venture.nict.go.jp/



情報通信ベンチャー支援センター

http://www.venture.nict.go.jp/

・ NICTのベンチャー支援

・ 経営・技術情報

・ ICT関連のイベント･助成情報

・ 連載・コラム
– めざせ！成功ベンチャー

– 情報通信ビジネスのトレンド

・ ベンチャー支援ニュース配信

（メルマガ会員は4000名超）

インターネット上での情報提供

（イベント・助成情報）

（トップページ）

情報通信ベンチャー支援
～情報提供・交流機会の提供①～



情報通信ベンチャーに対して、「ビジネスプランの
発表」や「製品・サービスＰＲ」の機会を提供し、資
金調達、業務提携等のビジネスマッチングを促進

情報通信ベンチャービジネスプラン発表会

ベンチャーキャピタル、
ICT系の大手企業等、
200名超の来場者

メディア掲載等、認知度向上

発表者

（ファイナリスト）

出資、販路拡大等、多くの実績

22年度は、平成２３年１月２５日に品川グランドホールで開催。
ファイナリスト企業１２社による発表。基調講演は夏野剛氏。

情報通信ベンチャー支援
～情報提供・交流機会の提供②～



情報通信ベンチャー交流ネットワーク会

【22年度の開催テーマ事例】

○NICTの研究者による 最新の技術セミナー（研究開発状況や研究成果の紹介）
～光技術をコアに未来社会のネットワークを創造（新世代通信ネットワーク）～
～いつでも、どこでも、だれでも、何語でも自由にコミュニケーションができる環境を実現（音

声・言語・知識処理）～

○通信キャリアのサービス紹介とベンチャーとの協業
～ドコモの法人向け位置情報サービス～
～iPhone4、iPadを活用したモバイルワークスタイルとシーン別・業界別での効果的な活用～

○ベンチャーキャピタルとのマッチング会

情報通信ベンチャー企業とＮＩＣＴの研究者や大手企業等との交流を促進し、
マッチングにつなげるため、少人数により、質疑応答を主とした交流ネット
ワーク会を開催

情報通信ベンチャー支援
～情報提供・交流機会の提供③～
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